
日時

令和8年

5月１５日
１３：３０～１６：２０

令和８年度憲法週間行事

法曹三者
見学ツアー
ｉｎ下関

受付時間 13:10～13:25
集合場所 山口地方裁判所下関

支部 ３０１号法廷
（山口県下関市上田中町
８－２－２）

月金

定 員

２０名（お申込みは先着順です。）
お申込み・お問合せ

以下のフォームからお申込みください。
お電話でもお申込み可能です。
○申込期限
４月１６日（木）
○申込みフォーム
申込先 https://forms.office.com/r/dbW3bXvhsV
○電話
TEL ０８３－９２２－９１３４
（８：３０～１７：００（土日祝を除く。））
○お問合せ先
山口地方裁判所事務局総務課庶務係

ご参加の皆さまへ

○広報活動の一環として、本行事の様子（写真を含む。）を山口地方・家庭裁判所ウェブサイトに
掲載する予定です。
○報道機関による取材が行われる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
○裁判所構内の駐車場には限りがありますので、公共交通機関のご利用をお願いします。
○お申込みの際にいただいた個人情報は、本行事にのみ利用し、それ以外の目的で使用しません。

共催庁会：山口地方・家庭裁判所、山口地方検察庁、山口県弁護士会

裁判官・検察官・弁護士
（法曹）について、もっと知って
いただくために、憲法週間行事
として見学ツアーを実施します。
裁判所
法廷見学、法服試着 等

検察庁
取調室見学、模擬取調べの実演 等
弁護士会
弁護士の業務内容の説明、
模擬接見・模擬法律相談の

実演 等

こちらの二次元コード
からも申込みフォーム
に移動できます。

https://forms.office.com/r/dbW3bXvhsV

	スライド 1: 令和８年度憲法週間行事

